
消防法令に基づく申請書等の事務処理等に関する規程を次のように定める。 

 平成２３年３月３１日 

新潟市消防局長 松田 文博 

新潟市消防局訓令第７号 

   消防法令に基づく申請書等の事務処理に関する規程 

 消防法令に基づく申請書等の事務処理に関する規程（昭和３７年消防本部訓令第１２号）

の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。），危険物

の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号。以下「危政令」という。），消防法施

行規則（昭和３６年自治省令第６号。以下「省令」という。），危険物の規制に関する規

則（昭和３４年総理府令第５５号。以下「規則」という。）及び新潟市危険物の仮貯蔵仮

取扱いの承認申請及び製造所等の資料の提出に関する規則（昭和３５年新潟市規則第１

０号。以下「危仮規則」という。）の規定に基づく申請書，届出書等の事務処理並びに消

防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「政令」という。）の規定に基づく防火管理

及び防災管理に関する講習会について必要な事項を定めるものとする。 

 （防火管理者の届出） 

第２条 法第８条第２項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は，省令別記様式

第１号の２の２の防火管理者選任（解任）届出書（以下「防火管理者選解任届出書」と

いう。）により，２部所轄消防署長（以下「署長」という。）に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，防火管理者選解任届出書１部に別記様式第１

号の届出済印（以下単に「届出済印」という。）を押印し，届出者に返付するものとする。 

（自衛消防組織の届出） 

第３条 法第８条の２の５の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出は，省令別記

様式第１号の２の２の３の３の自衛消防組織設置（変更）届出書（以下「自衛消防組織 



届出書」という。）により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，自衛消防組織届出書１部に届出済印を押印し，

届出者に返付するものとする。 

（防災管理者の届出） 

第４条 法第３６条第１項において準用する法第８条第２項の規定による防災管理者の選

任又は解任の届出は，省令別記様式第１５号の防災管理者選任（解任）届出書（以下「防

災管理者選解任届出書」という。）により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，防災管理者選解任届出書１部に届出済印を押

印し，届出者に返付するものとする。 

 （圧縮アセチレンガス等の届出） 

第５条 規則第１条の５の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は，

規則様式第１の圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）届出書（以下「圧

縮アセチレンガス等の届出書」という。）により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，圧縮アセチレンガス等の届出書１部に届出済

印を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （危険物の仮貯蔵及び仮取扱の承認の申請） 

第６条 法第１０条第１項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱の承認の申請

は，危仮規則別記様式第１号の危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書（以下「仮貯蔵仮取扱承

認申請書」という。）により，２部消防長又は署長（以下「消防長等」という。）に提出

させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の申請があった場合において承認をしたときは，仮貯蔵仮取扱承認

申請書１部に別記様式第２号の承認印を押印し，申請者に交付するものとする。 

 （製造所等の許可の申請） 

第７条 規則第４条第１項の規定による危険物の製造所，貯蔵所又は取扱所（以下「製造

所等」という。）の設置の許可の申請及び規則第５条第１項の規定による製造所等の変更



の許可の申請は，規則別記様式第２又は規則別記様式第３（以下これらを総称して「設

置許可申請書」という。）及び規則別記様式第５又は規則別記様式第６（以下これらを総

称して「変更許可申請書」という。）により，２部（特定屋外タンク貯蔵所，準特定屋外

タンク貯蔵所において危政令第８条の２の３第２項に掲げる事項に係るものについては

３部）消防長等に提出させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の申請があった場合において許可をしたときは，別記様式第３号の

許可証（以下単に「許可証」という。）に別記様式第４号の許可済印を押印した設置許可

申請書又は変更許可申請書１部を添付して，申請者に交付するものとする。 

 （製造所等の仮使用の承認の申請） 

第８条 規則第５条の２の規定による製造所等の仮使用の承認の申請は，規則別記様式第

７の危険物製造所（貯蔵所・取扱所）仮使用承認申請書（以下「仮使用承認申請書」と

いう。）により，２部消防長等に提出させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の申請があった場合において承認をしたときは，仮使用承認申請書

１部に別記様式第５号の承認印を押印し，申請者に交付するものとする。 

 （製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の同時申請） 

第９条 規則第５条の３の規定による製造所等の変更の許可及び仮使用の承認を同時に申

請するときは，規則別記様式第７の２又は規則別記様式第７の３（以下これらを総称し

て「変更許可及び仮使用承認申請書」という。）により，２部消防長等に提出させるもの

とする。 

２ 消防長等は，前項の申請があった場合において許可及び承認をしたときは，許可証に

別記様式第４号の許可済印及び別記様式第５号の承認印を押印した変更許可及び仮使用

承認申請書１部を添付して，申請者に交付するものとする。 

 （完成検査の申請） 

第１０条 規則第６条第１項の規定による製造所等の完成検査の申請は，規則別記様式第

８又は規則別記様式第９（以下これらを総称して「完成検査申請書」という。）により，



２部（特定屋外タンク貯蔵所，準特定タンク貯蔵所において危政令第８条の２の３第２

項に掲げる事項に係るものについては３部）消防長等に提出させるものとし，完成検査

申請書１部に新潟市消防局文書規程（平成３年消防局訓令第５号）第８条第２項第５号

に規定する収受印（以下単に「収受印」という。）を押印し，申請者に返付するものとす

る。 

２ 消防長等は，前項の申請があった場合において，危政令第８条第３項で定める技術上

の基準に適合していると認めたときは，規則別記様式第１０又は規則別記様式第１１（以

下これらを総称して「完成検査済証」という。）を申請者に交付するものとする。 

（完成検査済証の再交付の申請） 

第１１条 規則第６条第３項の規定による完成検査済証の再交付の申請は，規則別記様式

第１２の完成検査済証再交付申請書（以下「再交付申請書」という。）により，２部消防

長等に提出させるものとし，再交付申請書１部に収受印を押印し，申請者に返付するも

のとする。 

２ 消防長等は，前項の申請があったときは，完成検査済証に別記様式第６号の再交付印

（以下単に「再交付印」という。）を押印し，申請者に交付するものとする。 

 （完成検査前検査の申請） 

第１２条 規則第６条の４第１項の規定による完成検査前検査の申請は，規則別記様式第

１３の危険物製造所（貯蔵所・取扱所）完成検査前検査申請書（以下「完成検査前検査

申請書」という。）により，２部（特定屋外タンク貯蔵所においては水張検査又は水圧検

査に係るもの以外は３部）消防長等に提出させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の申請があった場合において，危政令第８条の２第７項で定める技

術上の基準に適合していると認めたときは，規則別記様式第１４のタンク検査済証（以

下単に「タンク検査済証」という。）に収受印を押印した完成検査前検査申請書１部を添

付して申請者に交付するものとする。 

 （製造所等の譲渡，引渡の届出） 



第１３条 規則第７条の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は，規則別記様式第１

５の危険物製造所（貯蔵所・取扱所）譲渡引渡届出書（以下「譲渡引渡届出書」という。）

により，２部消防長等に提出させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の届出を受理したときは，譲渡引渡届出書１部に届出済印を押印し，

届出者に返付するものとする。 

 （危険物の品名，数量又は指定数量の倍数の変更の届出） 

第１４条 規則第７条の３の規定による危険物の品名，数量又は指定数量の倍数の変更の

届出は，規則別記様式第１６の危険物製造所（貯蔵所・取扱所）品名，数量又は指定数

量の倍数変更届出書（以下「品名，数量又は指定数量の倍数変更届出書」という。）によ

り，２部消防長等に提出させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の届出を受理したときは，品名，数量又は指定数量の倍数変更届出

書１部に届出済印を押印し，届出者に返付するものとする。 

（製造所等の廃止の届出） 

第１５条 規則第８条の規定による製造所等の用途の廃止の届出は，規則別記様式第１７

の危険物製造所（貯蔵所・取扱所）廃止届出書（以下「廃止届出書」という。）により，

２部消防長等に提出させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の届出を受理したときは，廃止届出書１部に届出済印を押印し，届

出者に返付するものとする。 

 （危険物保安統括管理者等の選任又は解任の届出） 

第１６条 規則第４７条の６の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出は

規則別記様式第１９の危険物保安統括管理者選任・解任届出書（以下「保安統括管理者

選解任届出書」という。）を，規則第４８条の３の規定による危険物保安監督者の選任又

は解任の届出は規則別記様式第２０の危険物保安監督者選任・解任届出書（以下「保安

監督者選解任届出書」という。）により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，保安統括管理者選解任届出書又は保安監督者



選解任届出書１部に届出済印を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （予防規程の認可の申請） 

第１７条 規則第６２条第１項の規定による予防規程の制定又は変更の認可の申請は，規

則別記様式第２６の予防規程制定（変更）認可申請書（以下「予防規程認可申請書」と

いう。）により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の申請があった場合において認可をしたときは，予防規程認可申請書１

部に別記様式第７号の認可印を押印し，申請者に交付するものとする。 

 （特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期延長の申請） 

第１８条 規則第６２条の２の３第２項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の

時期延長の申請は，規則別記様式第２６の２，規則別記様式第２６の３又は規則別記様

式第２６の４（以下これらを総称して「保安検査時期延長申請書」という。）により，２

部消防長に提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の申請があった場合において承認をしたときは，保安検査時期延長申

請書１部に別記様式第８号の承認印（以下単に「承認印」という。）を押印し，申請者に

交付するものとする。 

 （屋外タンク貯蔵所等の保安検査の申請） 

第１９条 規則第６２条の３第１項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安

検査の申請は，規則別記様式第２７の屋外タンク貯蔵所保安検査申請書又は規則別記様

式第２８の移送取扱所保安検査申請書により，３部消防長に提出させるものとし，１部

に収受印を押印し，申請者に返付するものとする。 

２ 消防長は，前項の申請があった場合において，規則第６２条の３第３項に基づき，規

則別記様式第３０の保安検査済証を申請者に交付するものとする。 

 （特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査時期の変更の承認の申請） 

第２０条 規則第６２条の３第２項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の

保安検査時期の変更の承認の申請は，規則別記様式第２９の保安検査時期変更承認申請



書（以下単に「保安検査時期変更承認申請書」という。）により，２部消防長に提出させ

るものとする。 

２ 消防長は，前項の申請があった場合において承認をするときは，保安検査時期変更承

認申請書１部に承認印を押印し，申請者に交付するものとする。 

 （特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期の延長の届出） 

第２１条 規則第６２条の５第２項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期の

延長の届出は，規則別記様式第３３又は規則別記様式第３４（以下これらを総称して「内

部点検時期延長届出書」という。）により，２部消防長に提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の届出を受理したときは，内部点検時期延長届出書１部に届出済印を

押印し，届出者に返付するものとする。 

 （休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間の延長の申請） 

第２２条 規則第６２条の５第４項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点

検期間延長の申請は，規則別記様式第３５の休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検

期間延長申請書（以下「休止中の内部点検期間延長申請書」という。）により，２部消防

長に提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の申請があった場合において承認をするときは，休止中の内部点検期

間延長届出書１部に承認印を押印し，申請者に交付するものとする。 

 （休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間の延長の申請） 

第２３条 規則第６２条の５の２第３項の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻

タンクの漏れの点検期間延長の申請は，規則別記様式第４２の休止中の地下貯蔵タンク

又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書（以下「休止中の地下貯蔵タンク等の漏

れの点検期間延長申請書」という。）により，２部消防長等に提出させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の申請があった場合において承認をするときは，休止中の地下貯蔵

タンク等の漏れの点検期間延長申請書１部に承認印を押印し，申請者に交付するものと

する。 



（休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請） 

第２４条 規則第６２条の５の３第３項の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検

期間延長の申請は，規則別記様式第４３の休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長

申請書（以下単に「休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書」という。）によ

り，２部消防長等に提出させるものとする。 

２ 消防長等は，前項の申請があった場合において承認をするときは，休止中の地下埋設

配管の漏れの点検期間延長申請書１部に承認印を押印し，申請者に交付するものとする。 

 （新基準適合の届出） 

第２５条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（平成６年自治省令第３０号。

以下「自治省令」という。）附則第１０条第１項の規定による新基準適合の届出は，規則

別記様式第３１の新基準適合届出書（以下単に「新基準適合届出書」という。）により，

２部消防長に提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の届出書を受理したときは，新基準適合届出書１部に届出済印を押印

し，届出者に返付するものとする。 

 （第一段階基準適合の届出） 

第２６条 自治省令附則第１０条第１項の規定による第一段階基準適合の届出は，規則別

記様式第３２の第一段階基準適合届出書（以下単に「第一段階基準適合届出書」という。）

により，２部消防長に提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の届出書を受理したときは，第一段階基準適合届出書１部に届出済印

を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認の申請） 

第２７条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（平成２１年総務省令第９８

号。以下「総務省令」という。）附則第３条第２項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又

は準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認の申請は，規則別記様式第３６の特定（準特定）

屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書（新基準適合期限延長）（以下「特定屋外タンク貯蔵



所等の休止確認申請書」という。）により，２部消防長に提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の申請があった場合において承認をしたときは，特定屋外タンク貯蔵

所等の休止確認申請書１部に承認印を押印し，申請者に交付するものとする。 

 （休止中の特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出） 

第２８条 総務省令附則第３条第４項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所又は準

特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出は，規則別記様式第３７の休止中の特定（準特定）

屋外タンク貯蔵所の再開届出書（新基準適合期限延長）（以下「休止中の特定屋外タンク

貯蔵所等の再開届出書」という。）により，２部消防長に提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の届出を受理したときは，休止中の特定屋外タンク貯蔵所等の再開届

出書１部に届出済印を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更の届出） 

第２９条 総務省令附則第３条第５項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外

タンク貯蔵所の休止確認に係る変更の届出は，規則別記様式第３８の特定（準特定）屋

外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書（新基準適合期限延長）（以下「特定タンク

貯蔵所等の休止確認に係る変更届出書」という。）により，２部消防長に提出させるもの

とする。 

２ 消防長は，前項の届出を受理したときは，特定タンク貯蔵所等の休止確認に係る変更

届出書１部に届出済印を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （特定屋外タンク貯蔵所の休止確認の申請） 

第３０条 総務省令附則第３条第７項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の休止確認の申

請は，規則別記様式第３９の特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書（浮き屋根新基準

適合期限延長）（以下「浮き屋根休止確認申請書」という。）により，２部消防長に提出

させるものとする。 

２ 消防長は，前項の申請があった場合において承認をしたときは，浮き屋根休止確認申

請書１部に承認印を押印し，申請者に交付するものとする。 



 （休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開の届出） 

第３１条 総務省令附則第３条第７項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開

の届出は，規則別記様式第４０の休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書（浮き屋

根新基準適合期限延長）（以下「浮き屋根再開届出書」という。）により，２部消防長に

提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の届出を受理したときは，浮き屋根再開届出書１部に届出済印を押印

し，届出者に返付するものとする。 

 （特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更の届出） 

第３２条 総務省令附則第３条第７項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係

る変更の届出は，規則別記様式第４１の特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届

出書（浮き屋根新基準適合期限延長）（以下「浮き屋根休止確認に係る変更届出書」とい

う。）により，２部消防長に提出させるものとする。 

２ 消防長は，前項の届出を受理したときは，浮き屋根休止確認に係る変更届出書１部に

届出済印を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （資料の提出） 

第３３条 危仮規則第３条第１号，第２号，第４号，第５号，第７号，第８号又は第９号

の規定による資料の提出は，危仮規則別記様式第２号，別記様式第３号，別記様式第５

号，別記様式第６号，別記様式第８号，別記様式第９号又は別記様式第１０号（以下こ

の条においてこれらを総称して「届出書」という。）により，２部消防長等に提出させる

ものとする。 

２ 消防長等は，前項の届出を受理したときは，届出書１部に届出済印を押印し，届出者

に返付するものとする。 

 （タンク検査済証の再交付の申請） 

第３４条 危仮規則第３条第１項第６号の規定によるタンク検査済証の再交付の申請は，

危仮規則別記様式第７号のタンク検査済証再交付申請書により，２部消防長等に提出さ



せるものとする。 

２ 消防長等は，前項の申請があったときは，タンク検査済証に再交付印を押印し，申請

者に交付するものとする。 

 （消防計画の届出） 

第３５条 省令第３条第１項の規定による消防計画の届出は，省令別記様式第１号の２の

消防計画作成（変更）届出書（以下「消防計画届出書」という。）により，２部署長に提

出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，消防計画届出書１部に届出済印を押印し，届

出者に返付するものとする。 

 （防災管理に係る消防計画の届出） 

第３６条 省令第５１条の８第１項の規定による防災管理に係る消防計画の届出は，省令

別記様式第１４号の消防計画作成（変更）届出書（以下「防災管理消防計画作成等届出

書」という。）により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，防災管理消防計画作成等届出書１部に届出済

印を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （共同防火管理協議事項の届出） 

第３７条 法第８条の２第２項の規定による共同防火管理協議事項の届出は，別記様式第

９号の共同防火管理協議事項届出書（以下単に「共同防火管理協議事項届出書」という。）

により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，共同防火管理協議事項届出書１部に届出済印

を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （共同防災管理協議事項の届出） 

第３８条 法第３６条第１項において準用する法第８条の２第２項の規定による共同防災

管理協議事項の届出は，別記様式第１０号の共同防災管理協議事項届出書（以下単に「共

同防災管理協議事項届出書」という。）により，２部署長に提出させるものとする。 



２ 署長は，前項の届出を受理したときは，共同防災管理協議事項届出書１部に届出済印

を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （防火管理者の資格付与講習会の受講票等） 

第３９条 政令第３条第１項の規定による消防長が行う防火管理者の資格付与に関する講

習会の申し込みは，別記様式第１１号の防火管理者受講票により，１部消防長に提出さ

せるものとする。 

２ 消防長は，前項の講習を修了した者に対し別記様式第１２号の修了証（以下単に「修

了証」という。）を交付するものとする。 

３ 消防長は，修了証の交付を受けた者から，修了証の再発行の申請があった場合は，別

記様式１３号の防火管理者修了証再発行申請書により，別記様式第１４号の防火管理者

再発行簿に登録し，修了証を再発行するものとする。 

４ 消防長は，政令第３条第１項の規定による防火管理者の資格を有する者のうち，修了

証の交付を受けた者以外の者から，防火管理者の証交付申請があった場合は，別記様式

第１５号の防火管理者の証交付申請書により，別記様式第１６号の防火管理者の証交付

簿に登録し，別記様式第１７号の防火管理者の証を交付するものとする。 

 （防災管理者の資格付与講習会の受講票等） 

第４０条 政令第４７条第１項の規定による消防長が行う防災管理者の資格付与に関する

講習会の申し込みは，別記様式第１８号の防災管理者受講票により，１部消防長に提出

させるものとする。 

２ 消防長は，前項の講習を修了した者に対し別記様式第１９号の修了証（以下「防災管

理者修了証」という。）を交付するものとする。 

３ 消防長は，防災管理者修了証の交付を受けた者から，防災管理者修了証の再発行の申

請があった場合は，別記様式第２０号の防災管理者修了証再発行申請書により，別記様

式第２１号の防災管理者再発行簿に登録し，防災管理者修了証を再発行するものとする。 

４ 消防長は，政令第４７条第１項の規定による防災管理者の資格を有する者のうち，修



了証の交付を受けた者以外の者から，防災管理者の証交付申請があった場合は，別記様

式第２２号の防災管理者の証交付申請書により，別記様式第２３号の防災管理者の証交

付簿に登録し，別記様式第２４号の防災管理者の証を交付するものとする。 

 （消防用設備等の設置の届出） 

第４１条 法第１７条の３の２の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等（以下「消

防用設備等」という。）の設置の届出は，省令別記様式第１号の２の３の消防用設備等（特

殊消防用設備等）設置届出書（以下「消防用設備等設置届出書」という。）により，２部

消防長等に提出させるものとし，消防用設備等設置届出書１部に収受印を押印し，届出

者に返付するものとする。 

２ 消防長等は，前項の届出を受理したときは，法第１７条の３の２の設備等技術基準又

は設備等設置維持計画書に適合していると認めたときは，省令別記様式第１号の２の３

の２の消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付するものとする。 

 （消防用設備等の点検の報告） 

第４２条 法第１７条の３の３の規定による消防用設備等の点検の報告は，消防法施行規

則の規定に基づき消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う

点検期間，点検の方法並びに点検結果についての報告書の様式を定める件（平成１６年

消防庁告示第９号）の別記様式第１の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告

書（以下「消防用設備等点検結果報告書」という。）により，２部署長に提出させるもの

とする。 

２ 署長は，前項の報告を受理したときは，消防用設備等点検結果報告書１部に届出済印

を押印し，届出者に返付するものとする。 

 （消防用設備等の着工の届出） 

第４３条 法第１７条の１４の規定による消防用設備等の着工の届出は，省令別記様式第

１号の７の工事整備対象設備等着工届出書（以下「着工届出書」という。）により，２部

消防長等に提出させるものとする。 



２ 消防長等は，前項の届出を受理したときは，着工届出書１部に届出済印を押印し，届

出者に返付するものとする。 

 （防火対象物の点検結果の報告） 

第４４条 法第８条の２の２第１項の規定による防火対象物の点検結果の報告は，消防法

施行規則第４条の２の４第３項の規定に基づき，防火対象物の点検の結果についての報

告書の様式を定める件（平成１４年消防庁告示第８号）の防火対象物点検結果報告書（以

下単に「防火対象物点検結果報告書」という。）により，２部署長に提出させるものとす

る。 

２ 署長は，前項の報告を受理したときは，防火対象物点検結果報告書１部に届出済印を

押印し，届出者に返付するものとする。 

  （防火対象物の点検報告特例認定の申請） 

第４５条 法第８条の２の３第２項の規定による防火対象物の点検報告特例認定の申請は，

省令別記様式１号の２の２の２の防火対象物点検報告特例認定申請書（以下単に「防火

対象物点検報告特例認定申請書」という。）により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の申請があった場合において承認をしたときは，別記様式第２６号の防

火対象物特例認定通知書に収受印を押印した防火対象物点検報告特例認定申請書１部を

添付して申請者に交付するものとする。 

３ 署長は，前項の申請があった場合において承認をしないときは，別記様式第２７号の

防火対象物特例不認定通知書に収受印を押印した防火対象物点検報告特例認定申請書１

部を添付して申請者に交付するものとする。 

  （管理権原者の変更の届出） 

第４６条 法第８条の２の３第５項の規定による管理権原者の変更の届出は，省令別記様

式１号の２の２の３の管理権原者変更届出書（以下単に「管理権原者変更届出書」とい

う。）により，２部署長に提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，管理権原者変更届出書１部に届出済印を押印



し，届出者に返付するものとする。 

 （防災管理対象物の点検結果の報告） 

第４７条 法第３６条第１項において準用する法第８条の２の２第１項の規定による防災

管理対象物の点検結果の報告は，消防法施行規則第５１条の１２第２項の規定において

準用する同規則第４条の２の４第３項に規定に基づき，防災管理の点検の結果について

の報告書の様式を定める件（平成２０年消防庁告示第１９号）の別記様式第１の防災管

理点検結果報告書（以下単に「防災管理点検結果報告書」という。）により，２部署長に

提出させるものとする。 

２ 署長は，前項の報告を受理したときは，防災管理点検結果報告書１部に届出済印を押

印し，届出者に返付するものとする。 

（防災管理の点検報告特例認定の申請） 

第４８条 法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第２項の規定による防災

管理の点検報告特例認定の申請は，省令別記様式第１６号の防災管理点検報告特例認定

申請書（以下単に「防災管理点検報告特例認定申請書」という。）により，２部署長に提

出させるものとする。 

２ 署長は，前項の申請があった場合において承認をしたときは，別記様式第２８号の防

災管理対象物特例認定通知書に収受印を押印した防災管理点検報告特例認定申請書１部

を添付して申請者に交付するものとする。 

３ 署長は，前項の申請があった場合において承認をしないときは，別記様式第２９号の

防災管理対象物不認定通知書に収受印を押印した防災管理点検報告特例認定申請書１部

を添付して申請者に交付するものとする。 

（防災管理対象物の管理権原者変更の届出） 

第４９条 法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第５項の規定による防災

管理対象物の管理権原者の変更の届出は，省令別記様式第１７号の管理権原者変更届出

書（以下「防災管理権原者変更届出書」という。）により，２部署長に提出させるものと



する。 

２ 署長は，前項の届出を受理したときは，防災管理権原者変更届出書１部に届出済印を

押印し，届出者に返付するものとする。 

 （その他） 

第５０条 この規程に定めるもののほか，この規程の施行に関して必要な事項は別に定め

るものとする。 

 

 

 



別記様式第１号（第２条，第３条，第４条，第５条，第１３条，第１４条，第１５条，第
１６条，第２１条，第２５条，第２６条，第２８条，第２９条，第３１条，
第３２条，第３３条，第３５条，第３６条，第３７条，第３８条，第４２
条，第４３条，第４４条，第４６条，第４７条，第４９条関係） 

 

 

 

 
年   月   日 

届  出  済 

局 署 名 

 

 

 

 

 

 

別記様式第２号（第６条関係） 

指令第  号（※） 

    本申請の（    ）について承認する。 
仮取扱 
仮貯蔵 

          年  月  日 

           新潟市消防長（新潟市 消防署長） 氏 名       印 

 

※消防署にあっては，○指令第  号（○印は，北・東・中・江・秋・南・西・蒲の別。） 



別記様式第３号（第７条関係） 

 指令第   号（※）

年  月  日  

 

              製造所 
危険物 貯蔵所（   ）許可証 

              取扱所 
 
 

  申請者 住 所 
       氏 名 
 

    年  月  日付け第   号で申請のあった危険物（     ）の 

 （   ）については，消防法第１１条第２項の規定により下記のとおり許可 

 する。 

     記 

 １ 設置者住所 

   氏名 

 ２ 設置場所 

  ３  製造所等の区分 

                     新潟市消防長       印 

 
 
 
 

※消防署にあっては，○指令第  号（○印は，北・東・中・江・秋・南・西・蒲の別。） 



別記様式第４号（第７条，第９条関係） 

 

 

年  月  日 指令第  号  ※ 
 

許   可   済 
 

新 潟 市 消 防 局 
 

 ※ 消防署にあっては，○指令第  号（○印は，北・東・中・江・秋・南・西・蒲の別。） 

 

別記様式第５号（第８条，第９条関係） 

  指令第  号（※） 

    本申請の（   ）変更の仮使用について承認する。 

          年  月  日 

                 新潟市消防長 氏 名       印 

※ 消防署にあっては，○指令第  号（○印は，北・東・中・江・秋・南・西・蒲の別。） 

 

別記様式第６号（第１１条，第３４条関係） 

 

再   交   付 

 

年  月  日 
 

 

 

 

 

 

 



別記様式第７号（第１７条関係） 

 指令第  号（※） 

    本申請の予防規程     の件，認可します。 
制定 
変更 

          年  月  日 

                 新潟市消防長 氏 名       印 

※ 消防署にあっては，○指令第  号（○印は，北・東・中・江・秋・南・西・蒲の別。） 

 

別記様式第８号（第１８条，第２０条，第２２条，第２３条，第２４条，第２７条，第３

０条関係） 

 

 

年   月   日 
  

承    認 

 
 新潟市消防局 

 



別記様式第９号（第３７条関係） 

 
共同防火管理協議事項届出書 

 

 年  月  日  

新潟市  消防署長 様 

 

届 出 者 

住 所 

氏 名           印 

 

 

防火対象物の所在地 
 

防 火 対 象 物 の 名 称 
 

協 議 会 代 表 者 
事業所名 

氏  名 

統 括 防 火 管 理 者 
事業所名 

氏  名 

協 議 事 項 別添のとおり 

そ の 他 必 要 な 事 項 

 

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 

  

 備考 １ 協議事項を変更したときは，すみやかに届け出てください。 

   ２ ※印欄は記入しないでください。 

 

 

 



別記様式第１０号（第３８条関係） 

 
共同防災管理協議事項届出書 

 

 年  月  日  

新潟市  消防署長 様 

 

届 出 者 

住 所 

氏 名           印 

 

 

防 災 管 理 対 象 物 

の 所 在 地 

 

防 火 管 理 対 象 物 

の 名 称 

 

協 議 会 代 表 者 
事業所名 

氏  名 

統 括 防 災 管 理 者 
事業所名 

氏  名 

協 議 事 項 別添のとおり 

そ の 他 必 要 な 事 項 

 

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 

  

 備考 １ 協議事項を変更したときは，すみやかに届け出でください。 

   ２ ※印欄は記入しないでください。 

 

 

 



別記様式第１１号（第３９条関係） 
   （表） 

 

 

  （Ａ）        防火管理者講習票 

 

受講番号  種別 甲種・乙種
写真欄 

 
 
 

たて４㎝，よこ３㎝の上半身正面写真

をはがれないようにしっかりはりつけ

てください。 

（ふりがな） 
氏   名 

 
年 月 日生（ 歳）

住   所 
 

  （電話） 

勤務先，又は 

選任予定防火 

対象物の所在 

地及び名称 

 
 
 

  （電話） 平成 年 月 日撮影 

職   名 
 
 

勤務
年数

 
第１日
受 付

第１日 
終 了 

第２日
受 付

希望講習日 
平成  年  月  日から 
平成  年  月  日まで 

   

記   事  
（修了証契印） 

 年 月 日修了
 

 

（きりはなさないで下さい） 
記載提出上の注意 

 

１ Ａ及びC票とも太枠

欄内を正確に記入し

てください。 

２ Ｂ票は受講通知書

になっていますので，

表に住所氏名を記入

し５０円切手を忘れ

ずに貼ってください。 

３ 各票は切り離さず

このまま消防局，消防

署，消防出張所に提出

してください。 

（B） 
防火管理者受講票 

受講番号
 
 

種別 甲種・乙種 

講習日時
平成 年 月 日午前 時 分から午後 時 分まで 

平成 年 月 日午前 時 分から午後 時 分まで 

講習会場
 
 

受講認定
 
 

１ 受講当日は本状，テキスト代（   ）円及び筆記用具を忘れないように

してください。 

２ 甲種は第１日目の終了後受講認定欄に認定印を押してもらってください。 

３ 修了証は講習終了後必ず受取ってからお帰りください。 

４ 駐車場がありませんので自家用車の乗り入れはご遠慮ください。 

（きりはなさないで下さい） 

 

（Ｃ）          防火管理者講習票 

 受講番号  種別 甲種・乙種 

 
（ふりがな） 

氏  名 
 

年  月  日  生（  歳） 

 住  所 
 
（電話） 

 

勤務先，又は 

選任予定防火 

対象物の所在 

地及び名称 

（電話） 

 職  名   勤務年数  

 講習修了年月日  

 講習実施者 新潟市消防長 

 
 

 



  
（裏） （裏） 

                  
  記事欄  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

(223) 

  一 九 一 三   電話          
 

〒九五一│八一○六
  

 
 

 
切

り
取

り
線

 

    新 潟 市 消 防 局

  新潟市中央区東大畑通一番町六四三番地二

郵
便

は
が

き
 

 記事欄 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
         

5
0
円

切
手

を
は

る
こ

と
 

様
 



別記様式第１２号（第３９条関係） 
 

（表） 
  

 
 第    号 
 

修     了     証 
 
氏  名 
生年月日 

 
 あなたは消防法施行令第３条第１項第 号の規定による  種防火 
 
管理講習の課程を修了されました。よってこれを証します。 
 

年  月  日修了 
 
年  月  日交付 

 
    

 新潟市消防長  氏   名       

 

 
 
 
 
 

（裏） 

選任・解任 
年  月  日 年  月  日

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日

講 

習 

等 

年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

備 

考

再  交  付 

年  月  日

 

 

印 

９．０㎝ 

６．０㎝ 



別記様式第１３号（第３９条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防火管理者修了証再発行申請書 

 

                           平成  年  月  日 

 

新潟市消防局長 殿 

 

                   申請者  住所 

                           電話   －  －  

  

                     氏 名             印 

 

種   別 甲 種 ・ 乙 種 

受講年月日      年  月  日

受講番号     第     号

    

（ふりがな） 生年月日     年  月  日

氏  名   

所 在 地 

勤 

 

務 

名  称 

先 

 

紛 失 理 由 

 



別記様式第１４号（第３９条関係） 
 

防火管理者再発行簿 

 
発行番号 発行年月日 氏名 生年月日 事業所名 資格要件 備考

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



別記様式第１５号（第３９条関係） 
  

 
防火管理者の証交付申請書 

年  月  日
  
 
（あて先）新潟市消防長 
 
 
                   申請者 氏 名      印 
 

 
フリガナ 

 
生 年 月 日 

 
氏  名 

 
年 月 日

 

現 住 所 

 
〒   －   
               電話 （  ） 
 
 
 
 
 
 

 
資格要件 消防法施行令第３条第１項第１号□ロ，□ハ，□ニ 

 

履    歴 

 

  

  

  

 証 明 欄  
上記事実を証明する。 
                   年  月  日 

 
 
 
事業所名 
 
             氏名          印 
 

 受 付 欄 経 過 欄 

   
 

  



別記様式第１６号（第３９条関係） 
 

防火管理者の証交付簿 

 
交付番号 交付年月日 氏名 生年月日 事業所名 資格要件 備考

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



別記様式第１７号（第３９条関係） 
 

（表） 
  

 
 第    号 
 

防 火 管 理 者 の 証 
 

氏  名 
生年月日 

 
 あなたは消防法施行令第３条第１項１号 の規定により防火管理者 
 
の資格を有する者と証します。 
 
 
  

  
資格確認   平成  年  月  日 

 
  新潟市消防長  氏   名       

 

 
 
 
 
 

（裏） 

選任・解任 
年  月  日 年  月  日

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日

講 

習 

等 

年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

備 

考

再  交  付 

年  月  日

 

 
印 

９．０㎝ 

６．０㎝ 



別記様式第１８号（第４０条関係） 
                （表） 
 

 

  （Ａ）        防災管理者講習票 

 

受講番号  種別 防災新規・防火防災 
写真欄 

 
 
 

たて４㎝，よこ３㎝の上半身正面写真

をはがれないようにしっかりはりつけ

てください。 

（ふりがな） 
氏   名 

 
年 月 日生（ 歳）

住   所 
 

  （電話） 

勤務先，又は 

選任予定防火 

対象物の所在 

地及び名称 

 
 
 

  （電話） 平成 年 月 日撮影 

職   名 
 
 

勤務
年数

 
第１日
受 付

第１日 
終 了 

第２日
受 付

希望講習日 
平成  年  月  日から 
平成  年  月  日まで 

   

記   事  
（修了証契印） 

 年 月 日修了
 

 

（きりはなさないで下さい） 
記載提出上の注意 

 

１ Ａ及びC票とも太枠

欄内を正確に記入し

てください。 

２ Ｂ票は受講通知書

になっていますので，

表に住所氏名を記入

し５０円切手を忘れ

ずに貼ってください。 

３ 各票は切り離さず

このまま消防局，消防

署，消防出張所に提出

してください。 

（B） 
防災管理者受講票 

受講番号
 
 

種別 防災新規・防火防災 

講習日時
平成 年 月 日午前 時 分から午後 時 分まで 

平成 年 月 日午前 時 分から午後 時 分まで 

講習会場
 
 

受講認定
 
 

１ 受講当日は本状，テキスト代（   ）円及び筆記用具を忘れないように

してください。 

２ 甲種は第１日目の終了後受講認定欄に認定印を押してもらってください。 

３ 修了証は講習終了後必ず受取ってからお帰りください。 

４ 駐車場がありませんので自家用車の乗り入れはご遠慮ください。 

（きりはなさないで下さい） 

 

（Ｃ）          防災管理者講習票 

 受講番号  種別 防災新規・防火防災 

 
（ふりがな） 

氏  名 
 

年  月  日  生（  歳） 

 住  所 
 
（電話） 

 

勤務先，又は 

選任予定防火 

対象物の所在 

地及び名称 

（電話） 

 職  名   勤務年数  

 講習修了年月日  

 講習実施者 新潟市消防長 

 
 

 
 



   （裏）    （裏） 
                  
  記事欄  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

〒九五一│八一○六
 

(223) 

  

  一 九 一 三   電話          
 

 
 

 
切

り
取

り
線

 

    新 潟 市 消 防 局

  新潟市中央区東大畑通一番町六四三番地二

5
0
円

切
手

を
は

る
こ

と
 

郵
便

は
が

き
 様

 

 記事欄 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
         

 



 
別記様式第１９号（第４０条関係） 
 

（表） 
  

 
 第    号 
 

修     了     証 
 
氏  名 
生年月日 

 
  あなたは消防法施行令第４７条第１項１号の規定による防災管 
 

理講習の課程を修了されました。よってこれを証します。 
 
 
 
 
   平成  年  月  日 
 
      新潟市消防長  氏   名       

 

 
 
 
 
 

（裏） 

選任・解任 
年  月  日 年  月  日

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日

講 

習 

等 

年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

備 

考 

再  交  付 

年  月  日

 

 
印 

９．０㎝ 

６．０㎝ 



別記様式第２０号（第４０条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災管理者修了証再発行申請書 

 

                           平成  年  月  日 

 

新潟市消防局長 殿 

 

                   申請者  住所 

                           電話   －  －  

  

                     氏 名             印 

 

受講年月日      年  月  日 受講番号     第     号

    

（ふりがな） 生年月日     年  月  日

氏  名   

所 在 地 

勤 

 

務 

名  称 

先 

 

紛 失 理 由 

 



別記様式第２１号（第４０条関係） 
 

防災管理者再発行簿 

 
発行番号 発行年月日 氏名 生年月日 事業所名 資格要件 備考

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



別記様式第２２号（第４０条関係） 
  

 
防災管理者の証交付申請書 

年  月  日
  
 
（あて先）新潟市消防長 
 
 
                   申請者 氏 名      印 
 

 
フリガナ 

 
生 年 月 日 

 
氏  名 

 
年 月 日

 

現 住 所 

 
〒   －   
               電話 （  ） 
 
 
 
 
 
 

 
資格要件 消防法施行令第４７条第１項第□２号，□３号，□４号 

 

履    歴 

 

  

  

  

 証 明 欄  
上記事実を証明する。 
                   年  月  日 

 
 
 
事業所名 
 
             氏名          印 
 

 受 付 欄 経 過 欄 

   
 

  



別記様式第２３号（第４０条関係） 
 

防災管理者の証交付簿 

 
交付番号 交付年月日 氏名 生年月日 事業所名 資格要件 備考

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



別記様式第２４号（第４０条関係） 
 

（表） 
  

 
 第    号 
 

防 災 管 理 者 の 証  
 
氏  名 
生年月日 

 
  あなたは消防法施行令第４７条第１項  号の規定により 
 

  防災管理者の資格を有する者と証します。 
 
 
 
 

資格確認   平成  年  月  日 
 
      新潟市消防長  氏   名       

 

 
 
 
 
 

（裏） 

選任・解任 
年  月  日 年  月  日

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日

講 

習 

等 

年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

備 

考

再  交  付 

年  月  日

 
 
 

 
印 

９．０㎝ 

６．０㎝ 



別記様式第２５号（第４５条，第４８条関係） 

 

 

 
年   月   日 

承    認 

署  名 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式第２６号（第４５条関係） 

防火対象物特例認定通知書 

 

新消   第  号

  年  月  日

 

（申請者住所・氏名等） 

             様 

 

新潟市 消防署長 印 

 

消防法第８条の２の３第３項の規定により，     年  月  日付けで 

申請のあった下記の防火対象物に係る特例については，認定することを決定した 

ので通知します。 

 

記 

 所在地 

 防火対象物 名 称 

 用 途 

認 定 の 効 力 の 生 じ る 日 年     月     日 

 

特   記   事   項 

 

 



別記様式第２７号（第４５条関係） 

防火対象物特例不認定通知書 

 

新消   第  号 

年  月  日 

 

（申請者住所・氏名等） 

             様 

 

新潟市 消防署長 印 

 

消防法第８条の２の３第３項の規定により，     年  月  日付けで 

申請のあった下記の防火対象物に係る特例については，認定しないことを決定し 

たので通知します。 

 

記 

 所在地 

 防火対象物 名 称 

 用 途 

 

認 定 し な い 理 由 

 
特   記   事   項 

教示 

この決定に不服のある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から起算 

して６０日以内に新潟市消防長に対して審査請求をすることができます。 

 また，この決定の取消しを求める訴えをする場合は，この決定の通知を受けた日 

の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告として（訴訟において市を代表する 

者は市長となります。），提起することができます。ただし，審査請求をした場合 

には，この決定の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の 

翌日から起算して６月以内に提起しなければなりません。 

 



別記様式第２８号（第４８条関係） 

防災管理対象物特例認定通知書 

 

新消   第  号

  年  月  日

 

（申請者住所・氏名等） 

             様 

 

新潟市 消防署長 印 

 

消防法第３６条第１項において準用する消防法第８条の２の３第３項の規定に

より，     年  月  日付けで申請のあった下記の防災管理対象物に係る

特例については，認定することを決定したので通知します。 

 

記 

 所在地 

 防火対象物 名 称 

 用 途 

認 定 の 効 力 の 生 じ る 日 年     月     日 

 

特   記   事   項 

 

 



別記様式第２９号（第４８条関係） 

防災管理対象物特例不認定通知書 

 

新消   第  号

  年  月  日

 

（申請者住所・氏名等） 

             様 

 

新潟市 消防署長 印 

 

消防法第３６条第１項において準用する第８条の２の３第３項の規定により， 

     年  月  日付けで申請のあった下記の防災管理対象物に係る特 

例については，認定しないことを決定したので通知します。 

 

記 

 所在地 

 防火対象物 名 称 

 用 途 

 

認 定 し な い 理 由 

 
特   記   事   項 

教示 

この決定に不服のある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から起算 

して６０日以内に新潟市消防長に対して審査請求をすることができます。 

 また，この決定の取消しを求める訴えをする場合は，この決定の通知を受けた日 

の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告として（訴訟において市を代表する 

者は市長となります。），提起することができます。ただし，審査請求をした場合 

には，この決定の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の 

翌日から起算して６月以内に提起しなければなりません。 

 

 


